
第４５号議案

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例施行規則等の一部を改正する規則

上記の議案を提出します。

令和４年（２０２２年）９月３０日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、規定を整備す

る必要がある。



中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例施行規則等の一部を改正する規則

（中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

施行規則の一部改正）

第１条 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則（平成１２年中野区教育委員会規則第６号）の一部を

次のように改正する。

第２９条の４第２項中「後８週間」を「以後１年」に改める。

（中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部改正）

第２条 中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成１２

年中野区教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項第６号中「育児休業」を「育児休業法第２条第１項

の規定による育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）」に改

め、同号に次のように加える。

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

中野区職員の育児休業等に関する条例（平成４年中野区条例

第１号）第３条の２に規定する期間内にある育児休業であっ

て、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月以下である

育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

中野区職員の育児休業等に関する条例第３条の２に規定する

期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞ

れの期間を合算した期間）が１月以下である育児休業

（中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部改正）



第３条 中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２

年中野区教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項第６号を次のように改める。

⑹ 育児休業法第２条第１項の規定による育児休業（次に掲げる

育児休業を除く。）中の職員として在職した期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

中野区職員の育児休業等に関する条例（平成４年中野区条例

第１号）第３条の２に規定する期間内にある育児休業であっ

て、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月以下である

育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

中野区職員の育児休業等に関する条例第３条の２に規定する

期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞ

れの期間を合算した期間）が１月以下である育児休業

（中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例施行規則の一部改正）

第４条 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成２９年中野区教育委員会規則第１１

号）の一部を次のように改正する。

第３２条第２項中「後８週間」を「以後１年」に改める。

（中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則の一

部改正）

第５条 中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則

（平成２９年中野区教育委員会規則第１７号）の一部を次のように

改正する。



第５条第１項第６号中「育児休業」を「育児休業法第２条第１項

の規定による育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）」に改

め、同号に次のように加える。

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

中野区職員の育児休業等に関する条例（平成４年中野区条例

第１号）第３条の２に規定する期間内にある育児休業であっ

て、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月以下である

育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る子の期間の全部が子の出生の日

から中野区職員の育児休業等に関する条例第３条の２に規定

する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育

児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１月以下である育児休業

（中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一

部改正）

第６条 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則

（平成２９年中野区教育委員会規則第１８号）の一部を次のように

改正する。

第５条第１項第６号を次のように改める。

⑹ 育児休業法第２条第１項の規定による育児休業（次に掲げる

育児休業を除く。）中の職員として在職した期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

中野区職員の育児休業等に関する条例（平成４年中野区条例

第１号）第３条の２に規定する期間内にある育児休業であっ

て、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月以下である



育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

中野区職員の育児休業等に関する条例第３条の２に規定する

期間内にある育児休業以外の育児休業等であって、当該育児

休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それ

ぞれの期間を合算した期間）が１月以下である育児休業

附 則

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。


